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議案第６４号 

   世田谷区立学校施設使用条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

    令和７年２月１９日 

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 使用料の額を改定するとともに、料金区分を変更する必要があるので、本

案を提出する。
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  世田谷区立学校施設使用条例の一部を改正する条例 

世田谷区立学校施設使用条例（昭和５２年４月世田谷区条例第１６号）の一部を次

のように改正する。 

 別表第２の１の部体育館の項中「３２０円」を「４１０円」に、「７９０円」を「

１，０１０円」に、「１３０円」を「１６０円」に、「小人（小・中学生）」を「子

ども（１８歳以下（幼児を除く。））」に、「５０円」を「６０円」に改め、同部格 

技室の項中「３２０円」を「４１０円」に、「７９０円」を「１，０１０円」に改め、 

同部教室の項中「２６０円」を「３３０円」に改め、同部校庭の項中「３２０円」を

「４１０円」に改め、同部庭球場の項中「８５０円」を「１，０８０円」に改め、同 

表の２の部個人の項中「２４０円」を「３００円」に、「３６０円」を「４６０円」

に、「１００円」を「１２０円」に、「小人（小・中学生）」を「子ども（１８歳以

下（幼児を除く。））」に、「障害者（小・中学生に限る。）」を「障害者（１８歳

以下に限る。）」に改め、同表の３の部個人の項中「４８０円」を「５４０円」に、

「１５０円」を「１７０円」に、「小人（小・中学生）」を「子ども（１８歳以下（

幼児を除く。））」に、「障害者（小・中学生に限る。）」を「障害者（１８歳以下

に限る。）」に、「２４０円」を「２７０円」に、「８０円」を「９０円」に改め、

同部団体の項中「５，７６０円」を「６，５３０円」に改め、同表の４の部日曜日、

土曜日及び休日の項中「５，２８０円」を「６，７６０円」に、「７，９２０円」を

「１０，１５０円」に、「１１，８８０円」を「１５，２３０円」に、「１９，８０

０円」を「２５，３８０円」に改め、同部日曜日、土曜日及び休日以外の日の項中「

３，９６０円」を「５，０７０円」に、「６，６００円」を「８，４６０円」に、「

９，２４０円」を「１１，８４０円」に、「１５，８４０円」を「２０，３００円」

に改め、同表の５の部中「３６０円」を「４６０円」に、「小人（小・中学生）」を

「子ども（１８歳以下）」に、「１５０円」を「１９０円」に改め、同表備考第４号

中「１２０円」を「１４０円」に、「小人」を「子ども（１８歳以下の者（幼児を除

く。）をいう。）」に、「小・中学生」を「１８歳以下の者」に、「４０円」を「５

０円」に改め、同表備考第５号中「幼児、小学生又は中学生」を「子ども（１８歳以

下の者をいう。）」に改め、同表備考第６号中「１８０円」を「２３０円」に、「小

人」を「子ども（１８歳以下の者をいう。）」に、「８０円を」を「１００円を」に

改める。 
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別表第３校庭の項中「１，３２０円」を「１，６９０円」に改め、同表庭球場の項

中「６６０円」を「８４０円」に改め、同表小ホールの項中「７５０円」を「９６０

円」に、「１，０００円」を「１，２８０円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表第２及び別表第３の規定は、令和７年１０月１日以

後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、な

お従前の例による。 

 


